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生命共済事業規約新旧比較対照表（抜粋） 

新条文 旧条文 

（通  則） 

第１条 日本コープ共済生活協同組合連合会（以下「この会」

といいます。）は、この会の定款の規定によるほか、この

規約の規定により、この会の定款第63条（事業の品目等）

第１項第１号に掲げる事業を実施〔削除〕します。 

（通  則） 

第１条 日本コープ共済生活協同組合連合会（以下「この会」と

いいます。）は、この会の定款の規定によるほか、この規

約の規定により、この会の定款第 63 条（事業の品目等）

第１項第１号に掲げる事業を実施するものとします。 

（事  業） 

第２条 〔中略〕 

２．この会は前項に付帯する事業として、被共済者につき、

共済期間中に生じた次の各号の事由を共済事故とし、当

該共済事故の発生により共済金を支払う事業（この事業

にかかる契約を以下「特約」といいます。）をおこないま

す。 

（１）別表第２「不慮の事故等の定義とその範囲」に定め

る不慮の事故および感染症（以下「不慮の事故等」と

いいます。）を直接の原因とする死亡および重度障害

（これを共済事故とする特約を以下「災害死亡特約」

および「女性災害死亡特約」といいます。） 

（２）不慮の事故等を直接の原因とする別表第３「後遺障

害等級別支払割合表」に定める等級のいずれかの障害

の状態（以下「後遺障害」といいます。）（これを共済事

故とする特約を以下「災害後遺障害特約」といいます。） 

（３）疾病の治療を目的とする入院（これを共済事故とす

る特約を以下「疾病入院特約」、「疾病総合入院特約」

（事  業） 

第２条 〔中略〕 

２．この会は前項に付帯する事業として、被共済者につき、

共済期間中に生じた次の各号の事由を共済事故とし、当該

共済事故の発生により共済金を支払う事業（この事業にか

かる契約を以下「特約」といいます。）をおこないます。 

（１）別表第２「不慮の事故等の定義とその範囲」に定める

不慮の事故および感染症（以下「不慮の事故等」といい

ます。）を直接の原因とする死亡および重度障害（これを

共済事故とする特約を以下「災害死亡特約」および「女

性災害死亡特約」といいます。） 

（２）不慮の事故等を直接の原因とする別表第３「後遺障害

等級別支払割合表」に定める等級のいずれかの障害の状

態（以下「後遺障害」といいます。）（これを共済事故と

する特約を以下「災害後遺障害特約」といいます。） 

（３）疾病の治療を目的とする入院（これを共済事故とする

特約を以下「疾病入院特約」、「疾病総合入院特約」およ

び「女性疾病総合入院特約」といいます。） 
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および「女性疾病総合入院特約」といいます。） 

（４）不慮の事故等を直接の原因とする入院（これを共済

事故とする特約を以下「災害入院特約」および「女性

災害入院特約」といいます。） 

（５）不慮の事故等を直接の原因とする通院（これを共済

事故とする特約を以下「災害通院特約」および「女性

災害通院特約」といいます。） 

（６）入院期間64日までを対象とする、疾病の治療を目的

とする入院または不慮の事故等を直接の原因とする入

院（これを共済事故とする特約を以下「65日以上不担

保入院特約」といいます。） 

（７）疾病の治療および不慮の事故等による傷害の治療を

直接の目的とする手術（これを共済事故とする特約を

以下「手術特約」といいます。） 

（８）別表第６「女性特定疾病分類表」に定める疾病（以下

「女性特定疾病」といいます。）の治療を目的とする入

院（これを共済事故とする特約を以下「女性特定疾病

総合入院特約」といいます。） 

（９）被共済者の配偶者の死亡または重度障害、被共済者

もしくは被共済者の配偶者のいずれかと同居する親の

死亡または重度障害、被共済者を扶養する親もしくは

その配偶者の死亡または重度障害、ならびに被共済者

もしくは被共済者の配偶者のいずれかが扶養または同

居する子の死亡または重度障害（これを共済事故とす

（４）不慮の事故等を直接の原因とする入院（これを共済事

故とする特約を以下「災害入院特約」および「女性災害

入院特約」といいます。） 

（５）不慮の事故等を直接の原因とする通院（これを共済事

故とする特約を以下「災害通院特約」および「女性災害

通院特約」といいます。） 

（６）入院期間64日までを対象とする、疾病の治療を目的と

する入院または不慮の事故等を直接の原因とする入院

（これを共済事故とする特約を以下「65日以上不担保入

院特約」といいます。） 

（７）疾病の治療および不慮の事故等による傷害の治療を直

接の目的とする手術（これを共済事故とする特約を以下

「手術特約」といいます。） 

（８）別表第６「女性特定疾病分類表」に定める疾病（以下

「女性特定疾病」といいます。）の治療を目的とする入院

（これを共済事故とする特約を以下「女性特定疾病総合

入院特約」といいます。） 

（９）被共済者の配偶者の死亡または重度障害、被共済者も

しくは被共済者の配偶者のいずれかと同居する親の死

亡または重度障害、被共済者を扶養する親もしくはその

配偶者の死亡または重度障害、ならびに被共済者もしく

は被共済者の配偶者のいずれかが扶養または同居する

子の死亡または重度障害（これを共済事故とする特約を

以下「家族死亡特約」といいます。） 
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る特約を以下「家族死亡特約」といいます。） 

（10）疾病または不慮の事故等を直接の原因とする別表第

７「先進医療の範囲」に定める先進医療（以下〔削除〕

「先進医療」といいます。）による療養（これを共済事

故とする特約を以下「先進医療特約」といいます。） 

〔以下略〕 

（10）疾病または不慮の事故等を直接の原因とする別表第７

「先進医療の範囲」に定める先進医療（以下、「先進医療」

といいます。）による療養（これを共済事故とする特約を

以下「先進医療特約」といいます。） 

 

〔以下略〕 

（特約等の付帯と共済契約の型） 

第３条 〔中略〕 

３．この会が実施する生命共済事業にかかる各共済契約の

基本契約口数および特約口数の組合せ（以下「共済契約

の型」といいます。）ならびに各共済契約の型の共済掛金

額は、生命共済事業細則（以下「細則」といいます。）に

定めます。 

〔以下略〕 

（特約等の付帯と共済契約の型） 

第３条 〔中略〕 

３．この会が実施する生命共済事業にかかる各共済契約の基

本契約口数および特約口数の組み合わせ（以下「共済契約

の型」といいます。）ならびに各共済契約の型の共済掛金額

は、生命共済事業細則（以下「細則」といいます。）に定め

ます。 

〔以下略〕 

（共済金受取人の代理人） 

第11条 〔中略〕 

６．（１）共済金受取人に共済金を請求できない事情がある

場合で、次のア～エのいずれかに該当するため指定代

理請求人による請求ができず、かつ、共済金の支払い

を受けるべき共済金受取人の法定代理人がいないと

きは、共済金受取人の代理人として、第３号に定める

いずれかの者（以下「代理請求人」といいます。）が

共済金の請求をすることができます（エに該当する場

合には、死亡共済金の請求に限ります。）。なお、細則

に定める方法により共済金を支払います。 

（共済金受取人の代理人） 

第11条 〔中略〕 

６．（１）共済金受取人に共済金を請求できない事情がある場

合で、次のア～エのいずれかに該当するため指定代理

請求人による請求ができず、かつ、共済金の支払いを

受けるべき共済金受取人の法定代理人がいないとき

は、共済金受取人の代理人として、第３号に定めるい

ずれかの者（以下「代理請求人」といいます。）が共済

金の請求をすることができます（エに該当する場合に

は、死亡共済金の請求に限ります。）。なお、細則に定め

る方法により共済金を支払います。 
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 ア．指定代理請求人が請求時に第１項に定める範囲

外である場合 

イ．指定代理請求人が指定されていない場合（指定代

理請求人が死亡している場合および第４項第２号

または第３号のいずれかに該当することにより指

定または変更の効力が失われた場合を含みます。） 

ウ．指定代理請求人に細則に定める共済金等を請求で

きない事情がある場合 

エ．被共済者以外の者が共済契約者である共済契約に

おいて、死亡共済金受取人を指定している場合（共

済契約者が死亡共済金受取人とならない場合） 

（２）代理請求人は、細則に定める、共済金受取人に共済

金を請求できない事情があることを示す書類をもっ

てこの会に通知し、この会の承諾を得ることにより、

共済金の請求をすることができます。 

（３）前２号に定める代理請求人には、次のア～エのいず

れかがなることができます。 

ア．共済金受取人の配偶者 

イ．共済金受取人と同居または生計を共にする共済金

受取人の３親等以内の親族 

ウ．共済金受取人と同居または生計を共にする、共済

金受取人の配偶者の３親等以内の親族 

エ．ア～ウに該当する者がいない場合またはア～ウに

該当する者に共済金を請求できない事情がある場

合には、ア～ウ以外の共済金受取人の３親等以内の

 ア．指定代理請求人が請求時に第１項に定める範囲外

である場合 

イ．指定代理請求人が指定されていない場合（指定代

理請求人が死亡している場合および第４項第２号ま

たは第３号のいずれかに該当することにより指定ま

たは変更の効力が失われた場合を含みます。） 

ウ．指定代理請求人に細則に定める共済金等を請求で

きない事情がある場合 

エ．被共済者以外の者が共済契約者である共済契約に

おいて、死亡共済金受取人を指定している場合（共済

契約者が死亡共済金受取人とならない場合） 

（２）代理請求人は、細則に定める、共済金受取人に共済

金を請求できない事情があることを示す書類をもっ

てこの会に通知し、この会の承諾を得ることにより、

共済金の請求をすることができます。 

（３）前２号に定める代理請求人には、次のア～エのいず

れかがなることができるものとします。 

ア．共済金受取人の配偶者 

イ．共済金受取人と同居または生計を共にする共済金

受取人の３親等以内の親族 

ウ．共済金受取人と同居または生計を共にする、共済金

受取人の配偶者の３親等以内の親族 

エ．ア～ウに該当する者がいない場合またはア～ウに

該当する者に共済金を請求できない事情がある場合

には、ア～ウ以外の共済金受取人の３親等以内の親
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親族 

〔中略〕 

８．本条の規定にかかわらず、故意に共済金の支払事由を生

じさせた者または故意に共済金受取人について共済金を

請求できない状態にさせた者は、指定代理請求人および

代理請求人としての取扱いを受けることができません。 

族 

〔中略〕 

８．本条の規定にかかわらず、故意に共済金の支払事由を生

じさせた者または故意に共済金受取人を共済金を請求でき

ない状態にさせた者は、指定代理請求人および代理請求人

としての取り扱いを受けることができません。 

（重要事項の提示） 

第12条 この会は、共済契約を締結するときは、共済契約の申

込みをしようとする者（以下「共済契約申込者」といい

ます。）に対し、この規約および細則に定める事項のう

ち、共済契約に関する重要な事項（以下〔削除〕「重要

事項」といいます。）をあらかじめ提示します。 

〔以下略〕 

（重要事項の提示） 

第12条 この会は、共済契約を締結するときは、共済契約の申込

みをしようとする者（以下「共済契約申込者」といいま

す。）に対し、この規約および細則に定める事項のうち、

共済契約に関する重要な事項（以下、「重要事項」といい

ます。）をあらかじめ提示します。 

〔以下略〕 

（共済契約の申込み） 

第13条 〔中略〕 

２．前項の共済契約の申込みにあたっては、共済契約申込

者または被共済者になる者は、共済契約の申込みの際に、

共済金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項の

うち、この会の定める所定の書面で質問した事項（以下

〔削除〕「告知事項」といいます。）について、その書面で

事実を告知しなければなりません。 

〔中略〕 

４．第１項の共済契約の申込みにあたっては、共済契約申込

者は、第１回目の共済掛金に相当する額（以下「初回掛

金」といいます。）を、共済契約申込書提出の日（以下「申

込日」といいます。）から３ヵ月以内に、第 21 条（共済

掛金の払込経路）に定める払込経路、またはこの会が指

（共済契約の申込み） 

第13条 〔中略〕 

２．前項の〔挿入〕申込みにあたっては、共済契約申込者ま

たは被共済者になる者は、共済契約の申込みの際に、共済

金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、

この会の定める所定の書面で質問した事項（以下、「告知事

項」といいます。）について、その書面で事実を告知しなけ

ればなりません。 

〔中略〕 

４．第１項の〔挿入〕申込みにあたっては、共済契約申込者

は、第１回目の共済掛金に相当する額（以下「初回掛金」

といいます。）を、共済契約申込書提出の日（以下「申込日」

といいます。）から３ヵ月以内に、第 21 条（共済掛金の払

込経路）に定める払込経路、またはこの会が指定する場所
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定する場所に払い込まなければなりません。申込日から

３ヵ月以内に初回掛金の払込みがなされない場合、当該

共済契約の申込みはなかったものとして取り扱います。

なお、この会が指定する場所に共済掛金を払い込んだ場

合は第 17 条（共済契約の成立および効力の発生）第１項

の規定にかかわらず、第 22 条（共済掛金の口座振替）第

２項に定める振替日に払い込まれたものとします。 

〔中略〕 

６．前項の規定により共済契約の申込みを撤回した場合に

は、当該共済契約は成立しなかったものとし、この会は、

初回掛金が払い込まれていたときは、遅滞なく初回掛金

を共済契約申込者に払い戻します。 

に払い込まなければなりません。申込日から３ヵ月以内に

初回掛金の払込みがなされない場合、当該共済契約の申込

みはなかったものとして取扱います。なお、この会が指定

する場所に共済掛金を払い込んだ場合は第 17 条（共済契

約の成立および効力の発生）第１項の規定にかかわらず、

第 22 条（共済掛金の口座振替）第２項に定める振替日に

払い込まれたものとします。 

〔中略〕 

６．前項の規定により共済契約の申込みを撤回した場合に

は、当該共済契約は成立しなかったものとし、この会は、

初回掛金が払込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を共

済契約申込者に払戻すものとします。 

（共済契約申込みの諾否） 

第15条 〔中略〕 

５．この会は、共済契約の申込みを承諾しない場合におい

て、初回掛金が払い込まれていたときは、遅滞なく初回

掛金を共済契約申込者に払い戻します。 

（共済契約申込みの諾否） 

第15条 〔中略〕 

５．この会は、共済契約の申込みを承諾しない場合におい

て、初回掛金が払い込まれていたときは、遅滞なく初回掛

金を共済契約申込者に払い戻すものとします。 

（共済契約の更新および更改） 

第16条 〔中略〕 

３．この会は、共済期間の満了する契約について、当該共

済契約の満了日までに共済契約者から共済契約を更新

しない意思の申出がなされない場合には、満了する共済

契約と同一内容（規約または細則の改正がなされたとき

は、改正後の規約または細則による内容）で、共済契約

の更新の申込みがあったものとみなし、共済期間の満了

日の翌日に更新することができます。この場合には、前

（共済契約の更新および更改） 

第16条 〔中略〕 

３．この会は、共済期間の満了する契約について、当該共済

契約の満了日までに共済契約者から共済契約を更新しな

い意思の申し出がなされない場合には、満了する共済契

約と同一内容（規約または細則の改正がなされたときは、

改正後の規約または細則による内容）で、共済契約の更新

の申込みがあったものとみなし、共済期間の満了日の翌

日に更新することができます。この場合には、前条第２項
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条第２項の規定にかかわらず、この会は、共済証書の交

付を省略することができます。 

〔中略〕 

７．第２項および第４項の規定により、この会が共済契約

の更新を承諾しない場合には、この会は、共済契約申込

者に通知し、初回掛金が払い込まれていたときは、遅滞

なく初回掛金を共済契約申込者に払い戻します。 

〔以下略〕 

の規定にかかわらず、この会は、共済証書の交付を省略す

ることができます。 

〔中略〕 

７．第２項および第４項の規定により、この会が共済契約の

更新を承諾しない場合には、この会は、共済契約申込者に

通知し、初回掛金が払込まれていたときは、遅滞なく初回

掛金を共済契約申込者に払い戻すものとします。 

〔以下略〕 

（共済契約の型の中途変更） 

第18条 〔中略〕 

２．前項において、先進医療特約を付帯する変更の場合は、

第12条（重要事項の提示）、第13条（共済契約の申込み）

第１項、第２項および第15条（共済契約申込みの諾否）

を準用します。この場合、この会が中途変更の申込みを

承諾したときは、その申込日に中途変更は成立したとみ

なし、変更の効力は、細則に定める日から発生〔削除〕し

ます。 

３．第１項において、付帯している先進医療特約を終了す

る変更の場合は、第32条（共済契約の解約）を準用し、変

更の効力は、共済契約者が指定する日またはこの会の所

定の書面がこの会に到達した日のいずれか遅い日の翌日

午前零時から発生〔削除〕します。 

〔以下略〕 

（共済契約の型の中途変更） 

第18条 〔中略〕 

２．前項において、先進医療特約を付帯する変更の場合は、

第12条（重要事項の提示）、第13条（共済契約の申込み）第

１項、第２項および第15条（共済契約申込みの諾否）を準

用します。この場合、この会が中途変更の申込みを承諾し

たときは、その申込日に中途変更は成立したとみなし、変

更の効力は、細則に定める日から発生するものとします。 

 

３．第１項において、付帯している先進医療特約を終了する

変更の場合は、第32条（共済契約の解約）を準用し、変更

の効力は、共済契約者が指定する日またはこの会の所定の

書面がこの会に到達した日のいずれか遅い日の翌日午前

零時から発生するものとします。 

〔以下略〕 

（共済掛金の払込経路） 

第 21 条 〔中略〕 

（共済掛金の払込経路） 

第 21 条 〔中略〕 
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２．前項の規定にかかわらず、共済契約者は、第２編第１

章に定めるクレジットカード払特則を付帯することによ

り、クレジットカードで共済掛金の払込みをおこなうこ

とができます。ただし、この会の会員がクレジットカー

ドによる共済掛金の払込みを取り扱っている場合に限り

ます。 

２．前項の規定にかかわらず、共済契約者は、第２編第１章

に定めるクレジットカード払特則を付帯することにより、

クレジットカードで共済掛金の払込みをおこなうことが

できます。ただし、この会の会員がクレジットカードによ

る共済掛金の払込みを取扱っている場合に限ります。 

（共済掛金の口座振替） 

第 22 条 〔中略〕 

６．第２回目以後の共済掛金について、第 20 条（共済掛金

の払込猶予期間）に定める払込猶予期間内に未払込共済

掛金がある場合、払込猶予期間中の振替日に当該未払込

共済掛金を含めた共済掛金の合計金額を口座振替により

払い込まない限り、共済掛金の払込みはなかったものと

して取り扱います。 

〔以下略〕 

（共済掛金の口座振替） 

第 22 条 〔中略〕 

６．第２回目以後の共済掛金について、第 20 条（共済掛金

の払込猶予期間）に定める払込猶予期間内に未払込共済掛

金がある場合、払込猶予期間中の振替日に当該未払込共済

掛金を含めた共済掛金の合計金額を口座振替により払い

込まない限り、共済掛金の払込みはなかったものとして取

扱います。 

〔以下略〕 

（質入れ等の禁止） 

第23条 共済契約者および共済金受取人は、共済金、返戻金お

よび契約者割戻金等を請求する権利を質入れまたは譲

渡することができません。 

（質入れ等の禁止） 

第23条 共済契約者および共済金受取人は、共済金、返戻金およ

び契約者割戻金等を請求する権利を質入れまたは譲渡す

ることができないものとします。 

（申込日翌日以後発効日前日までの期間に発生した共済事故

の取扱い） 

第 24 条 この会は、新規契約の申込みを承諾し、共済契約が発

効した場合には、次の各号に定める場合に限り、共済期

間中の事由とみなし、共済金を支払います。ただし、他

（申込日翌日以後発効日前日までの期間に発生した共済事故の

取扱い） 

第 24 条 この会は、新規契約の申込みを承諾し、共済契約が発

効した場合には、次の各号に定める場合に限り、共済期間

中の事由とみなし、共済金を支払います。ただし、他の生
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にこの会が実施する生命共済事業にかかる共済契約ま

たはこの会が実施するこども共済事業にかかる共済契

約が継続しており、同一事由について共済金が支払われ

る場合については、重複して共済金を支払いません。 

（１）申込日の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の

原因として、発効日の前日までの期間に、次のア～カ

に該当する事由が発生した場合、それぞれの特約にお

ける共済金を支払います。ただし、共済契約発効後も

入院および通院が継続し、かつ入院および通院の継続

中に共済期間（共済契約を更新した場合は、更新後の

共済期間を含みます。以下〔削除〕この条において同

じです。）が終了した場合、共済期間終了後の入院およ

び通院については、共済金を支払いません。 

付帯する特約 事由 

ア 
災害死亡特約・女

性災害死亡特約 

死亡したとき 

重度障害となったとき 

イ 
災害後遺障害特

約 
後遺障害となったとき 

ウ 
災害入院特約・女

性災害入院特約 

入院を開始したとき 

入院を開始し、当該入院が発効

日より前の入院日数を含んで

共済期間中に継続して 270 日

以上となったとき 

命共済〔挿入〕またはこの会の実施するこども共済の契約

が継続しており、同一事由について共済金が支払われる場

合については、重複して共済金を支払いません。 

 

（１）申込日の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原

因として、発効日の前日までの期間に、次のア～カに該

当する事由が発生した場合、それぞれの特約における共

済金を支払います。ただし、共済契約発効後も入院およ

び通院が継続し、かつ入院および通院の継続中に共済期

間（共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含

みます。以下、この条において同じです。）が終了した場

合、共済期間終了後の入院および通院については、共済

金を支払いません。 

付帯する特約 事由 

ア 
災害死亡特約・女

性災害死亡特約 

死亡したとき 

重度障害となったとき 

イ 
災害後遺障害特

約 
後遺障害となったとき 

ウ 
災害入院特約・女

性災害入院特約 

入院を開始したとき 

入院を開始し、当該入院が発効

日より前の入院日数を含んで共

済期間中に継続して 270 日以上

となったとき 
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エ 
災害通院特約・女

性災害通院特約 

傷害を被り、平常の生活または

業務に支障が生じ、通院を開始

したとき 

オ 手術特約 
傷害の治療を直接の目的とし

て手術を受けたとき 

カ 先進医療特約 
先進医療による療養を受けた

とき 

（２）疾病の治療を目的として、申込日の翌日から発効日

の前日までの期間に、次のア、イに該当する事由が発

生した場合、発効日以後の入院について、それぞれの

特約における共済金を支払います。ただし、共済期間

終了後の入院については、共済金を支払いません。 

付帯する特約 事由 

ア 

疾病入院特約・疾

病総合入院特約・

女性疾病総合入院

特約 

入院を開始し、発効日以後も継

続していたとき 

入院を開始し、発効日以後も継

続し、かつ当該入院が共済期間

中に継続して 270 日以上とな

ったとき 

イ 
女性特定疾病総合

入院特約 

女性特定疾病を直接の原因と

する入院を開始し、発効日以後

も継続していたとき 

〔中略〕 

３．第１項の規定は、第 33 条（共済契約の無効）第１項第

エ 
災害通院特約・女

性災害通院特約 

傷害を被り、平常の生活または

業務に支障が生じ、通院を開始

したとき 

オ 手術特約 
傷害の治療を直接の目的として

手術を受けたとき 

カ 先進医療特約 
先進医療による療養を受けたと

き 

（２）疾病の治療を目的として、申込日の翌日から発効日の

前日までの期間に、次のア、イに該当する事由が発生し

た場合、発効日以後の入院について、それぞれの特約に

おける共済金を支払います。ただし、共済期間終了後の

入院については、共済金を支払いません。 

付帯する特約 事由 

ア 

疾病入院特約・疾

病総合入院特約・

女性疾病総合入院

特約 

入院を開始し、発効日以後も継

続していたとき 

入院を開始し、発効日以後も継

続し、かつ当該入院が共済期間

中に継続して 270 日以上となっ

たとき 

イ 
女性特定疾病総合

入院特約 

女性特定疾病を直接の原因とす

る入院を開始し、発効日以後も

継続していたとき 

〔中略〕 

３．第１項の規定は、第 33 条（共済契約の無効）第１項第２
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２号の規定にかかわらず、第１回目の共済掛金に相当す

る額が払い込まれた場合に適用することができます。こ

の場合には、共済掛金が払い込まれた日の翌日に共済契

約が発効し、その日において共済契約が終了したものと

みなします。 

〔以下略〕 

号の規定にかかわらず、第１回目の共済掛金に相当する額

が払い込まれた場合に適用できるものとします。この場合

には、共済掛金が払い込まれた日の翌日に共済契約が発効

し、その日において共済契約が終了したものとみなしま

す。 

〔以下略〕 

（共済金の支払い） 

第 26 条 〔中略〕 

４．この会は、〔削除〕共済契約について、共済期間（共済

契約が更新契約の場合は、更新前の共済期間を含みま

す。）中の未払込共済掛金があるときは、支払うべき共済

金からその金額を差し引くことができます。 

〔以下略〕 

（共済金の支払い） 

第 26 条 〔中略〕 

４．この会は、当該共済契約について、共済期間（共済契約

が更新契約の場合は、更新前の共済期間を含みます。）中

の未払込共済掛金があるときは、支払うべき共済金から

その金額を差し引くことができます。 

〔以下略〕 

（生死不明の場合の共済金の支払い） 

第27条 この会は、被共済者または家族死亡共済金の対象とな

る〔削除〕家族の生死が不明の場合において、細則に掲

げる事由に該当したときは、細則に定める日において当

該者が死亡したものとみなして共済金を支払います。 

〔以下略〕 

（生死不明の場合の共済金の支払い） 

第27条 この会は、被共済者または家族死亡共済金の対象となる

当該家族の生死が不明の場合において、細則に掲げる事由

に該当したときは、細則に定める日において当該者が死亡

したものとみなして共済金を支払います。 

〔以下略〕 

（戦争その他の非常な出来事の場合） 

第30条 この会は、戦争その他非常な出来事または地震、津波、

噴火その他これに類する天災により、共済契約に関する

所定の共済金を支払うことができない場合は、総会の議

決を経て、共済金の分割支払い、支払いの延期または削

減をすることができます。 

（戦争その他の非常な出来事の場合） 

第30条 この会は、戦争その他非常な出来事または地震、津波、

噴火その他これに類する天災により、共済契約に関する所

定の共済金を支払うことができない場合は、総会の議決を

経て、共済金の分割支払い、支払いの延期または削減をす

ることができるものとします。 
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（共済契約の無効） 

第 33 条 〔中略〕 

２．この会は、前項各号の場合において、当該共済契約に

ついてすでに払い込まれた共済掛金を共済契約者に返

還します。 

〔中略〕 

４．中途変更した共済契約においては、第１項第４号およ

び第５号の「共済契約の申込み」を、「中途変更の申込み」

と読み替え、変更の効力は発生せず、共済契約のうち中

途変更分について、前２項の規定を準用します。 

（共済契約の無効） 

第 33 条 〔中略〕 

２．この会は、前項各号の場合において、当該共済契約につ

いてすでに払込まれた共済掛金を共済契約者に返還しま

す。 

〔中略〕 

４．中途変更した共済契約においては、第１項第４号および

第５号の「共済契約の申込み」を、「中途変更の申込み」

と読み替え、変更の効力は発生しないものとし、共済契約

のうち中途変更分について、前２項の規定を準用します。 

（告知義務違反による共済契約の解除） 

第34条 〔中略〕 

４．第１項の規定にかかわらず、この会は、次の各号のい

ずれかに該当した場合、告知義務違反による共済契約の解

除をすることができません。 

（１）この会が、契約締結の当時、告知義務違反の事実の

あることを知っていた、または過失によりこれを知ら

なかったとき 

（２）この会との共済契約の締結を媒介できる者（以下〔削

除〕「媒介者」といいます。）が、共済契約者または被

共済者による告知を妨げたとき 

（３）媒介者が、共済契約者または被共済者に対して、告

知に関する事実を告げないように、または事実でない

ことを告げるようにすすめたとき 

（４）この会が、解除の原因を知ったときから１ヵ月を経

過したとき 

（５）解除の原因に該当した最初の共済契約の申込日から

（告知義務違反による共済契約の解除） 

第34条 〔中略〕 

４．第１項の規定にかかわらず、この会は、次の各号のいず

れかに該当した場合、告知義務違反による共済契約の解除

をすることができません。 

（１）この会が、契約締結の当時、告知義務違反の事実のあ

ることを知っていた、または過失によりこれを知らな

かったとき 

（２）この会との共済契約の締結を媒介できる者（以下、「媒

介者」といいます。）が、共済契約者または被共済者に

よる告知を妨げたとき 

（３）媒介者が、共済契約者または被共済者に対して、告知

に関する事実を告げないように、または事実でないこ

とを告げるようにすすめたとき 

（４）この会が、解除の原因を知ったときから１ヵ月を経過

したとき 

（５）解除の原因に該当した最初の共済契約の申込日から
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２年以内に当該共済契約の被共済者にかかわる共済

事故（第24条（申込日翌日以後発効日前日までの期間

に発生した共済事故の取扱い）により共済期間中の事

由とみなされる事由を含みます。）が発生しなかった

場合において、なお共済契約が存続していたとき 

（６）解除の原因に該当した最初の共済契約の申込日から

５年を経過したとき 

〔中略〕 

６．中途変更した共済契約においては、第１項の「共済契

約締結」を「中途変更」、「契約の申込み」を「中途変更の

申込み」と読み替え、この会は、将来にむかって、共済契

約のうち中途変更分を解除することができることとし、

前５項の規定を準用します。ただし、共済契約の締結当

時の告知義務違反を理由とする共済契約の解除を妨げる

ものではありません。 

２年以内に当該〔挿入〕被共済者にかかわる共済事故

（第24条（申込日翌日以後発効日前日までの期間に発

生した共済事故の取扱い）により共済期間中の事由と

みなされる事由を含みます。）が発生しなかった場合に

おいて、なお共済契約が存続していたとき 

（６）解除の原因に該当した最初の共済契約の申込日から

５年を経過したとき 

〔中略〕 

６．中途変更した共済契約においては、第１項の「共済契約

締結」を「中途変更」、「契約の申込み」を「中途変更の申

込み」と読み替え、この会は、将来に向かって、共済契約

のうち中途変更分を解除することができることとし、前５

項の規定を準用します。ただし、共済契約の締結当時の告

知義務違反を理由とする共済契約の解除を妨げるもので

はありません。 

（重大事由による共済契約の解除） 

第35条 〔中略〕 

３．この会は、第１項の規定による解除を共済事故発生後

におこなった場合においても、第１項に規定する事由が

発生した時から解除された時までに発生した共済事故

にかかる共済金（第１項第４号のみに該当した場合で、

第１項第４号アからエまでに該当したのが死亡共済金

受取人のみであり、その死亡共済金受取人が死亡共済金

の一部の受取人であるときは、死亡共済金のうち、その

受取人に支払われるべき共済金をいいます。以下〔削除〕

この項において同じです。）を支払いません。すでに共済

（重大事由による共済契約の解除） 

第35条 〔中略〕 

３．この会は、第１項の規定による解除を共済事故発生後に

おこなった場合においても、第１項に規定する事由が発

生した時から解除された時までに発生した共済事故にか

かる共済金（第１項第４号のみに該当した場合で、第１項

第４号アからエまでに該当したのが死亡共済金受取人の

みであり、その死亡共済金受取人が死亡共済金の一部の

受取人であるときは、死亡共済金のうち、その受取人に支

払われるべき共済金をいいます。以下、この項において同

じです。）を支払いません。すでに共済金の支払いをおこ
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金の支払いをおこなっていたときは、その返還を請求す

ることができます。 

なっていたときは、その返還を請求することができます。 

（共済契約による権利義務の承継） 

第41条 〔中略〕 

３．共済契約者が死亡した場合には、その共済契約の被共

済者は、この会の承諾を得て、共済契約による権利義務

を承継することができます。ただし、被共済者が承継す

ることが困難な場合には、被共済者の同意およびこの会

の承諾を得て、他の者が承継することができます。 

〔以下略〕 

（共済契約による権利義務の承継） 

第41条 〔中略〕 

３．共済契約者が死亡した場合〔挿入〕、当該共済契約の被共

済者が、この会の承諾を得て、共済契約による権利義務を

承継することができます。ただし、被共済者が承継するこ

とが困難な場合〔挿入〕は、被共済者の同意およびこの会

の承諾を得て、他の者が承継できるものとします。 

〔以下略〕 

（必要事項の報告） 

第 43 条 共済契約者は、この会が、被共済者の傷病もしくは障害

または就業の状況その他共済契約の維持または共済金の

支払い上必要な事項について報告を求めたときは、遅滞

なく報告しなければなりません。 

（必要事項の報告） 

第43条 共済契約者は、この会が、被共済者の傷病もしくは障害

または就業の状況その他共済契約の維持または共済金の

支払〔挿入〕上必要な事項について報告を求めたときは、

遅滞なく報告しなければなりません。 

（死亡共済金および重度障害共済金） 

第47条 〔中略〕 

４．この会は、被共済者について共済期間（共済契約を更

新した場合は、更新後の共済期間を含みます。）中に重度

障害共済金と死亡共済金の両方の支払いはしません。な

お、この会が重度障害共済金を支払う前に死亡共済金の

支払い請求を受けた場合（当該重度障害共済金の請求の

原因となった傷病との因果関係は問いません。）は、死亡

共済金を支払います。 

（死亡共済金および重度障害共済金） 

第47条 〔中略〕 

４．この会は、被共済者について共済期間（共済契約を更新

した場合は、更新後の共済期間を含みます。）中に重度障害

共済金と死亡共済金の両方の支払いはしません。〔挿入〕 
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５．第２項第１号の規定にかかわらず、共同引受制度の場

合、各々の共済制度の整合性を図ることを目的として、

次の取扱いをおこないます。 

（１）この会は、被共済者が新規契約の申込日から申込日

を含んで２年以内に自殺したとき、または同じく自殺

行為により２年以内に重度障害となったときは、基本

契約のこの会の引受共済金額と共同引受制度を実施す

るこの会の会員の引受共済金額の合計（以下〔削除〕

「引受合計共済金額」といいます。）により、次のいず

れかの金額を支払います。 

ア．引受合計共済金額が50万円超の場合 

この会の支払う共済金額＝この会の基本契約共済金

額×20％ 

イ．引受合計共済金額が50万円以下の場合 

この会の支払う共済金額＝10万円×（この会の基本契

約共済金額÷基本契約の引受合計共済金額） 

５．第２項第１号の規定にかかわらず、共同引受制度の場合、

各々の共済制度の整合性を図ることを目的として、次の取

扱いをおこなうものとします。 

（１）この会は、被共済者が新規契約の申込日から申込日を

含んで２年以内に自殺したとき、または同じく自殺行為

により２年以内に重度障害となったときは、基本契約の

この会の引受共済金額と共同引受制度を実施するこの

会の会員の引受共済金額の合計（以下、「引受合計共済金

額」といいます。）により、次のいずれかの金額を支払い

ます。 

ア．引受合計共済金額が50万円超の場合 

この会の支払う共済金額＝この会の基本契約共済金額

×20％ 

イ．引受合計共済金額が50万円以下の場合 

この会の支払う共済金額＝10万円×（この会の基本契

約共済金額÷基本契約の引受合計共済金額） 

（災害死亡共済金および災害重度障害共済金） 

第53条 〔中略〕 

２．この会は、被共済者について共済期間中（共済契約を

更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。また、

第24条（申込日翌日以後発効日前日までの期間に発生し

た共済事故の取扱い）により共済期間中の事由とみなす

場合は、申込日翌日以後発効日前日までの期間を含みま

す。以下この条において同じです。）に災害死亡共済金と

（災害死亡共済金および災害重度障害共済金） 

第53条 〔中略〕 

２．この会は、被共済者について共済期間中（共済契約を更

新した場合は、更新後の共済期間を含みます。また、第24

条（申込日翌日以後発効日前日までの期間に発生した共済

事故の取扱い）により共済期間中の事由とみなす場合は、

申込日翌日以後発効日前日までの期間を含みます。以下こ

の条において同じです。）に災害死亡共済金と災害重度障
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災害重度障害共済金の両方の支払いはしません。なお、

この会が災害重度障害共済金を支払う前に災害死亡共済

金の支払い請求を受けた場合（当該災害重度障害共済金

の請求の原因となった傷害との因果関係は問いません。）

は、災害死亡共済金を支払います。 

３．この会は、被共済者について共済期間中に災害重度障

害共済金を２回以上支払いません。 

害共済金の両方の支払いはしないものとします。〔挿入〕 

 

 

 

 

３．この会は、被共済者について共済期間中に災害重度障害

共済金を２回以上支払わないものとします。 

（災害死亡特約の共済金を支払わない場合） 

第55条 この会は、災害死亡特約において、次の各号のいずれ

かの原因によって共済事故が発生した場合には、当該特

約の共済金を支払いません。 

（１）共済契約者の故意または重大な過失によるとき 

（２）被共済者の重大な過失によるとき 

（３）共済金受取人の故意によるとき（ただし、その者

が共済金の一部の共済金受取人である場合は、その

残額を他の共済金受取人に支払います。） 

（４）被共済者の犯罪行為によるとき 

（５）被共済者が、法令に定める運転資格を持たないで運転

している間に生じた事故によるとき 

（６）被共済者が、法令に定める酒気帯び運転をしている

間に生じた事故によるとき 

（７）被共済者の精神障害によるとき 

（８）被共済者の泥酔によるとき 

（９）被共済者の疾病に起因して生じた事故によるとき 

（災害死亡特約の共済金を支払わない場合） 

第55条 この会は、災害死亡特約において、次の各号のいずれか

の原因によって共済事故が発生した場合には、当該〔挿入〕

共済金を支払いません。 

（１）共済契約者の故意または重大な過失によるとき 

（２）被共済者の重大な過失によるとき 

（３）共済金受取人の故意によるとき（ただし、その者が

共済金の一部の共済金受取人である場合は、その残

額を他の共済金受取人に支払います。） 

（４）被共済者の犯罪行為によるとき 

（５）被共済者が、法令に定める運転資格を持たないで運転

している間に生じた事故によるとき 

（６）被共済者が、法令に定める酒気帯び運転をしている間

に生じた事故によるとき 

（７）被共済者の精神障害によるとき 

（８）被共済者の泥酔によるとき 

（９）被共済者の疾病に起因して生じた事故によるとき 
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（10）細則に定める職業（以下「指定職業」といいます。）

の就業にともなう原因によるとき 

（10）細則に定める職業（以下「指定職業」といいます。）の

就業にともなう原因によるとき 

（女性災害死亡特約の付帯） 

第58条 女性災害死亡特約は、ひとつの共済契約において、災

害死亡特約とともに付帯することはできません。 

（女性災害死亡特約の付帯） 

第58条 女性災害死亡特約は、ひとつの共済契約において、災害

死亡特約とともに付帯することはできないものとします。 

（女性災害死亡共済金および女性災害重度障害共済金） 

第60条 〔中略〕 

２．この会は、被共済者について共済期間中（共済契約を

更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。また、

第24条（申込日翌日以後発効日前日までの期間に発生し

た共済事故の取扱い）により共済期間中の事由とみなす

場合は、申込日翌日以後発効日前日までの期間を含みま

す。以下この条において同じです。）に女性災害死亡共済

金と女性災害重度障害共済金の両方の支払いはしませ

ん。なお、この会が女性災害重度障害共済金を支払う前

に女性災害死亡共済金の支払い請求を受けた場合（当該

女性災害重度障害共済金の請求の原因となった傷害との

因果関係は問いません。）は、女性災害死亡共済金を支払

います。 

３．この会は、被共済者について共済期間中に女性災害重

度障害共済金を２回以上支払いません。 

（女性災害死亡共済金および女性災害重度障害共済金） 

第60条 〔中略〕 

２．この会は、被共済者について共済期間中（共済契約を更

新した場合は、更新後の共済期間を含みます。また、第24

条（申込日翌日以後発効日前日までの期間に発生した共済

事故の取扱い）により共済期間中の事由とみなす場合は、

申込日翌日以後発効日前日までの期間を含みます。以下こ

の条において同じです。）に女性災害死亡共済金と女性災

害重度障害共済金の両方の支払いはしないものとします。

〔挿入〕 

 

 

 

 

３．この会は、被共済者について共済期間中に女性災害重度

障害共済金を２回以上支払わないものとします。 

（疾病入院共済金） 

第71条 この会は、疾病入院特約において、被共済者が共済期

間中に疾病の治療を目的として病院または診療所へ入

（疾病入院共済金） 

第71条 この会は、疾病入院特約において、被共済者が共済期間

中に疾病の治療を目的として病院または診療所へ入院（別
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院（別表第２「不慮の事故等の定義とその範囲」に掲げ

る感染症による疾病の入院を除きます。以下この章にお

いて同じです。）を開始した場合には、共済期間（共済契

約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。以

下〔削除〕この条において同じです。）中の入院について、

疾病入院共済金として次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次の各号に定める金額を支払います。ただし、第

２号についてはその入院が共済期間中に継続して５日

以上となったときに限ります。 

（１）発効時の年齢が満65歳以上の場合 

    疾病入院特約共済金額 × 入院日数 

（２）発効時の年齢が０歳以上満65歳未満の場合 

疾病入院特約共済金額 × （入院日数－入院開始日か

ら４日） 

〔中略〕 

５．この会は、被共済者が、第１項に定める入院（〔削除〕

更新契約の場合には、更新前契約における入院を含みま

す。）を２回以上した場合には、それらの入院のうち同一

の原因によるものについて１回の入院とみなし、入院日

数を通算し、前４項の規定を適用します。ただし、１回

の入院とみなした入院のうち、新規契約の申込日から申

込日を含んで１年を超えて開始する入院については、第

２項の規定を適用しません。なお、共済金額を増額して

更新した場合に準用し、「新規契約」とあるのは「更新契

表第２「不慮の事故等の定義とその範囲」に掲げる感染症

による疾病の入院を除きます。以下この章において同じで

す。）を開始した場合には、共済期間（共済契約を更新し

た場合は、更新後の共済期間を含みます。以下、この条に

おいて同じです。）中の入院について、疾病入院共済金と

して次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の各号に定

める金額を支払います。ただし、第２号についてはその入

院が共済期間中に継続して５日以上となったときに限り

ます。 

（１）発効時の年齢が満65歳以上の場合 

    疾病入院特約共済金額 × 入院日数 

（２）発効時の年齢が０歳以上満65歳未満の場合 

疾病入院特約共済金額 × （入院日数－入院開始日か

ら４日 

〔中略〕 

５．この会は、被共済者が、第１項に定める入院（当該共済

契約が更新契約の場合には、更新前契約における入院を含

みます。）を２回以上した場合には、それらの入院のうち同

一の原因によるものについて１回の入院とみなし、入院日

数を通算し、前４項の規定を適用します。ただし、１回の

入院とみなした入院のうち、新規契約の申込日から申込日

を含んで１年を超えて開始する入院については、第２項の

規定を適用しません。なお、共済金額を増額して更新した

場合に準用し、「新規契約」とあるのは「更新契約」と読み
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約」と読み替えます。 

〔中略〕 

11．前項の規定にかかわらず、第１項第２号に規定する入

院の開始日から４日以内（以下〔削除〕この項において

「免責期間」といいます。）に災害入院共済金が支払われる

期間が終了した場合は、免責期間に属する入院日数を差し引

きます。 

〔以下略〕 

替えます。 

〔中略〕 

11．前項の規定にかかわらず、第１項第２号に規定する入院

の開始日から４日以内（以下、この項において「免責期間」

といいます。）に災害入院共済金が支払われる期間が終了

した場合は、免責期間に属する入院日数を差し引きます。 

 

〔以下略〕 

（疾病長期入院共済金） 

第72条 この会は、疾病入院特約において、被共済者が共済期

間中に疾病の治療を目的として病院または診療所へ入

院を開始し、その入院が共済期間（共済契約を更新した

場合は、更新後の共済期間を含みます。以下〔削除〕こ

の条において同じです。）中に継続して270日以上となっ

たときは、疾病長期入院共済金として疾病入院特約共済

金額の60倍を支払います。 

〔中略〕 

３．この会は、被共済者が、第１項に定める入院（〔削

除〕更新契約の場合には、更新前契約における入院を含

みます。）を２回以上した場合には、それらの入院のう

ち同一の原因によるものについて１回の入院とみなし、

１回の入院とみなした〔削除〕入院については疾病長期

入院共済金を重複して支払いません。 

〔以下略〕 

（疾病長期入院共済金） 

第72条 この会は、疾病入院特約において、被共済者が共済期間

中に疾病の治療を目的として病院または診療所へ入院を

開始し、その入院が共済期間（共済契約を更新した場合は、

更新後の共済期間を含みます。以下、この条において同じ

です。）中に継続して270日以上となったときは、疾病長期

入院共済金として疾病入院特約共済金額の60倍を支払い

ます。 

〔中略〕 

３．この会は、被共済者が、第１項に定める入院（当該共

済契約が更新契約の場合には、更新前契約における入院

を含みます。）を２回以上した場合には、それらの入院の

うち同一の原因によるものについて１回の入院とみな

し、１回の入院とみなした再入院については疾病長期入

院共済金を〔挿入〕支払いません。 

〔以下略〕 
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（疾病入院特約の共済金を支払わない場合） 

第 73 条 前２条の規定にかかわらず、この会は、疾病入院特約

において、次の各号のいずれかの原因によって共済事故

が発生した場合には、当該特約の共済金を支払いませ

ん。 

（１）共済契約者または被共済者の故意または重大な過失

によるとき 

（２）被共済者の薬物依存によるとき、または薬物依存によ

り生じた疾病によるとき 

（３）被共済者の犯罪行為によるとき 

（４）原因のいかんを問わず、頸部症候群（いわゆる「むち

うち症」）または腰・背痛で他覚症状のないものによる

とき 

（５）指定職業の就業にともなう原因によるとき 

（６）第71条（疾病入院共済金）第12項第２号または第３号

に該当する場合で、第91条（災害入院特約の共済金を支

払わない場合）の規定に該当するとき 

（疾病入院特約の共済金を支払わない場合） 

第 73 条 前２条の規定にかかわらず、この会は、疾病入院特約

において、次の各号のいずれかの原因によって共済事故が

発生した場合には、当該〔挿入〕共済金を支払いません。 

 

（１）共済契約者または被共済者の故意または重大な過失に

よるとき 

（２）被共済者の薬物依存によるとき、または薬物依存によ

り生じた疾病によるとき 

（３）被共済者の犯罪行為によるとき 

（４）原因のいかんを問わず、頸部症候群（いわゆる「むち

うち症」）または腰・背痛で他覚症状のないものによると

き 

（５）指定職業の就業にともなう原因によるとき 

（６）第71条（疾病入院共済金）第12項第２号または第３号

に該当する場合で、第91条（災害入院特約の共済金を支

払わない場合）の規定に該当するとき 

（疾病総合入院特約の付帯） 

第75条 疾病総合入院特約は、ひとつの共済契約において、疾

病入院特約とともに付帯することはできません。 

（疾病総合入院特約の付帯） 

第75条 疾病総合入院特約は、ひとつの共済契約において、疾病

入院特約とともに付帯することはできないものとします。 

（疾病総合入院共済金） 

第77条 〔中略〕 

５．この会は、被共済者が、第１項に定める入院（〔削除〕

更新契約の場合には、更新前契約における入院を含みま

す。）を２回以上した場合には、それらの入院のうち同一

の原因によるものについて１回の入院とみなし、入院日

（疾病総合入院共済金） 

第77条 〔中略〕 

５．この会は、被共済者が、第１項に定める入院（当該共済

契約が更新契約の場合には、更新前契約における入院を含

みます。）を２回以上した場合には、それらの入院のうち同

一の原因によるものについて１回の入院とみなし、入院日
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数を通算し、前４項の規定を適用します。ただし、１回

の入院とみなした入院のうち、新規契約の申込日から申

込日を含んで１年を超えて開始する入院については、第

２項の規定を適用しません。なお、共済金額を増額して

更新した場合に準用し、「新規契約」とあるのは「更新契

約」と読み替えます。 

〔以下略〕 

数を通算し、前４項の規定を適用します。ただし、１回の

入院とみなした入院のうち、新規契約の申込日から申込日

を含んで１年を超えて開始する入院については、第２項の

規定を適用しません。なお、共済金額を増額して更新した

場合に準用し、「新規契約」とあるのは「更新契約」と読み

替えます。 

〔以下略〕 

（疾病総合長期入院共済金） 

第78条 〔中略〕 

３．この会は、被共済者が、第１項に定める入院（〔削除〕

更新契約の場合には、更新前契約における入院を含みま

す。）を２回以上した場合には、それらの入院のうち同一

の原因によるものについて１回の入院とみなし、１回の

入院とみなした〔削除〕入院については疾病総合長期入

院共済金を重複して支払いません。 

〔以下略〕 

（疾病総合長期入院共済金） 

第78条 〔中略〕 

３．この会は、被共済者が、第１項に定める入院（当該共済

契約が更新契約の場合には、更新前契約における入院を含

みます。）を２回以上した場合には、それらの入院のうち同

一の原因によるものについて１回の入院とみなし、１回の

入院とみなした再入院については疾病総合長期入院共済

金を〔挿入〕支払いません。 

〔以下略〕 

（女性疾病総合入院特約の付帯） 

第82条 女性疾病総合入院特約は、ひとつの共済契約におい

て、疾病入院特約および疾病総合入院特約の各特約とと

もに付帯することはできません。 

（女性疾病総合入院特約の付帯） 

第82条 女性疾病総合入院特約は、ひとつの共済契約において、

疾病入院特約および疾病総合入院特約の各特約とともに

付帯することはできないものとします。 

（女性疾病総合入院共済金） 

第84条 〔中略〕 

５．この会は、被共済者が、第１項に定める入院（〔削除〕

更新契約の場合には、更新前契約における入院を含みま

（女性疾病総合入院共済金） 

第84条 〔中略〕 

５．この会は、被共済者が、第１項に定める入院（当該共済

契約が更新契約の場合には、更新前契約における入院を含
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す。）を２回以上した場合には、それらの入院のうち同一

の原因によるものについて１回の入院とみなし、入院日

数を通算し、前４項の規定を適用します。ただし、１回

の入院とみなした入院のうち、新規契約の申込日から申

込日を含んで１年を超えて開始する入院については、第

２項の規定を適用しません。なお、共済金額を増額して

更新した場合に準用し、「新規契約」とあるのは「更新契

約」と読み替えます。 

〔以下略〕 

みます。）を２回以上した場合には、それらの入院のうち

同一の原因によるものについて１回の入院とみなし、入院

日数を通算し、前４項の規定を適用します。ただし、１回

の入院とみなした入院のうち、新規契約の申込日から申込

日を含んで１年を超えて開始する入院については、第２項

の規定を適用しません。なお、共済金額を増額して更新し

た場合に準用し、「新規契約」とあるのは「更新契約」と読

み替えます。 

〔以下略〕 

（女性疾病総合長期入院共済金） 

第85条 〔中略〕 

３．この会は、被共済者が、第１項に定める入院（〔削除〕

更新契約の場合には、更新前契約における入院を含みま

す。）を２回以上した場合には、それらの入院のうち同一

の原因によるものについて１回の入院とみなし、１回の

入院とみなした〔削除〕入院については女性疾病総合長期

入院共済金を重複して支払いません。 

〔以下略〕 

（女性疾病総合長期入院共済金） 

第85条 〔中略〕 

３．この会は、被共済者が、第１項に定める入院（当該共済

契約が更新契約の場合には、更新前契約における入院を含

みます。）を２回以上した場合には、それらの入院のうち同

一の原因によるものについて１回の入院とみなし、１回の

入院とみなした再入院については女性疾病総合長期入院共

済金を〔挿入〕支払いません。 

〔以下略〕 

（災害入院共済金） 

第89条 この会は、災害入院特約において、被共済者が申込日

の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因とし

てその事故の日から180日以内かつ共済期間（共済契約

を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。以下

〔削除〕この条において同じです。）中に病院または診療

（災害入院共済金） 

第89条 この会は、災害入院特約において、被共済者が申込日の

翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因としてそ

の事故の日から180日以内かつ共済期間（共済契約を更新

した場合は、更新後の共済期間を含みます。以下、この条

において同じです。）中に病院または診療所へ入院を開始
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所へ入院を開始した場合は、共済期間中の入院につい

て、災害入院共済金として次の金額を支払います。 

災害入院特約共済金額 × 入院日数 

〔中略〕 

３．この会は、被共済者が、第１項に定める入院（〔削除〕

更新契約の場合には、更新前契約における入院を含みま

す。）の退院日の翌日以後180日以内にその入院と同一の

原因により入院を開始した場合には、それらの入院は１

回の入院とみなし、入院日数を通算し、前２項の規定を

適用します（２回目以降の入院は、第１項の規定にかか

わらず、事故日から180日を超えて開始する入院を含みま

す）。なお、１回の入院とみなした入院の退院日翌日以後

180日以内に同一の原因により開始した入院も１回の入

院とみなし、それ以降の入院も同様に取り扱います。 

〔中略〕 

８．前項の規定にかかわらず、疾病入院共済金が支払われ

る入院の開始日から４日以内（以下〔削除〕この項にお

いて「疾病入院免責期間」といいます。）に第１項に規定

する入院を開始した場合は、疾病入院免責期間と重なる

入院日数を加えます。 

した場合は、共済期間中の入院について、災害入院共済金

として次の金額を支払います。 

災害入院特約共済金額 × 入院日数 

〔中略〕 

３．この会は、被共済者が、第１項に定める入院（当該共済

契約が更新契約の場合には、更新前契約における入院を含

みます。）の退院日の翌日以後180日以内にその入院と同一

の原因により入院を開始した場合には、それらの入院は１

回の入院とみなし、入院日数を通算し、前２項の規定を適

用します（当該再入院は、第１項の規定にかかわらず、事

故日から180日を超えて開始する入院を含むものとしま

す）。なお、１回の入院とみなした入院の退院日翌日以後

180日以内に同一の原因により開始した入院も１回の入院

とみなし、それ以降の入院も同様に取り扱います。 

〔中略〕 

８．前項の規定にかかわらず、疾病入院共済金が支払われる

入院の開始日から４日以内（以下、この項において「疾病

入院免責期間」といいます。）に第１項に規定する入院を開

始した場合は、疾病入院免責期間と重なる入院日数を加え

ます。 

（災害長期入院共済金） 

第90条 この会は、災害入院特約において、被共済者が申込日

の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因とし

てその事故の日からその日を含めて180日以内かつ共済

（災害長期入院共済金） 

第90条 この会は、災害入院特約において、被共済者が申込日の

翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因としてそ

の事故の日からその日を含めて180日以内かつ共済期間
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期間（共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を

含みます。以下〔削除〕この条において同じです。）中に

病院または診療所へ入院を開始し、その入院が共済期間

中に継続して270日以上となったときは、災害長期入院

共済金として災害入院特約共済金額の60倍を支払いま

す。 

２．この会は、被共済者が、第１項に定める入院（〔削除〕

更新契約の場合には、更新前契約における入院を含みま

す。） の退院日の翌日以後180日以内にその入院と同一の

原因により入院を開始した場合には、それらの入院は１

回の入院とみなし、１回の入院とみなした〔削除〕入院

については災害長期入院共済金を重複して支払いませ

ん。なお、１回の入院とみなした入院の退院日翌日以後

180日以内に同一の原因により開始した入院も１回の入

院とみなし、それ以降の入院も同様に取り扱います。 

〔以下略〕 

（共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みま

す。以下、この条において同じです。）中に病院または診

療所へ入院を開始し、その入院が共済期間中に継続して

270日以上となったときは、災害長期入院共済金として災

害入院特約共済金額の60倍を支払います。 

 

２．この会は、被共済者が、第１項に定める入院（当該共済

契約が更新契約の場合には、更新前契約における入院を含

みます。） の退院日の翌日以後180日以内にその入院と同

一の原因により入院を開始した場合には、それらの入院は

１回の入院とみなし、１回の入院とみなした再入院につい

て〔挿入〕災害長期入院共済金を〔挿入〕支払いません。

なお、１回の入院とみなした入院の退院日翌日以後180日

以内に同一の原因により開始した入院も１回の入院とみ

なし、それ以降の入院も同様に取り扱います。 

〔以下略〕 

（災害入院特約の共済金を支払わない場合） 

第91条 前２条の規定にかかわらず、この会は、災害入院特約

において、次の各号のいずれかの原因によって共済事故

が発生した場合には、当該特約の共済金を支払いませ

ん。 

（１）共済契約者の故意または重大な過失によるとき 

（２）被共済者の重大な過失によるとき 

（３）被共済者の薬物依存によるとき 

（災害入院特約の共済金を支払わない場合） 

第91条 前２条の規定にかかわらず、この会は、災害入院特約に

おいて、次の各号のいずれかの原因によって共済事故が発

生した場合には、当該〔挿入〕共済金を支払いません。 

 

（１）共済契約者の故意または重大な過失によるとき 

（２）被共済者の重大な過失によるとき 

（３）被共済者の薬物依存によるとき 
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（４）被共済者の犯罪行為によるとき 

（５）被共済者が、法令に定める運転資格を持たないで運転

している間に生じた事故によるとき 

（６）被共済者が、法令に定める酒気帯び運転をしてい

る間に生じた事故によるとき 

（７）原因のいかんを問わず、頸部症候群（いわゆる「むち

うち症」）または腰・背痛で他覚症状のないものによる

とき 

（８）被共済者の疾病に起因して生じた事故によるとき 

（９）指定職業の就業にともなう原因によるとき 

（４）被共済者の犯罪行為によるとき 

（５）被共済者が、法令に定める運転資格を持たないで運転

している間に生じた事故によるとき 

（６）被共済者が、法令に定める酒気帯び運転をしている

間に生じた事故によるとき 

（７）原因のいかんを問わず、頸部症候群（いわゆる「むち

うち症」）または腰・背痛で他覚症状のないものによると

き 

（８）被共済者の疾病に起因して生じた事故によるとき 

（９）指定職業の就業にともなう原因によるとき 

（女性災害入院特約の付帯） 

第94条 女性災害入院特約は、ひとつの共済契約において、災

害入院特約とともに付帯することはできません。 

（女性災害入院特約の付帯） 

第94条 女性災害入院特約は、ひとつの共済契約において、災害

入院特約とともに付帯することはできないものとします。 

（女性災害入院共済金） 

第96条 この会は、女性災害入院特約において、被共済者が申

込日の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因

としてその事故の日から180日以内かつ共済期間（共済

契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。

以下〔削除〕この条において同じです。）中に病院または

診療所へ入院を開始した場合は、共済期間中の入院につ

いて、女性災害入院共済金として次の金額を支払いま

す。 

女性災害入院特約共済金額 × 入院日数 

〔中略〕 

（女性災害入院共済金） 

第96条 この会は、女性災害入院特約において、被共済者が申込

日の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因とし

てその事故の日から180日以内かつ共済期間（共済契約を

更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。以下、こ

の条において同じです。）中に病院または診療所へ入院を

開始した場合は、共済期間中の入院について、女性災害入

院共済金として次の金額を支払います。 

女性災害入院特約共済金額 × 入院日数 

 

〔中略〕 
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３．この会は、被共済者が、第１項に定める入院（〔削除〕

更新契約の場合には、更新前契約における入院を含みま

す。）の退院日の翌日以後180日以内にその入院と同一の

原因により入院を開始した場合には、それらの入院は１

回の入院とみなし、入院日数を通算し、前２項の規定を

適用します（２回目以降の入院は、第１項の規定にかか

わらず、事故日から180日を超えて開始する入院を含みま

す）。なお、１回の入院とみなした入院の退院日翌日以後

180日以内に同一の原因により開始した入院も１回の入

院とみなし、それ以降の入院も同様に取り扱います。 

〔以下略〕 

３．この会は、被共済者が、第１項に定める入院（当該共済

契約が更新契約の場合には、更新前契約における入院を含

みます。）の退院日の翌日以後180日以内にその入院と同一

の原因により入院を開始した場合には、それらの入院は１

回の入院とみなし、入院日数を通算し、前２項の規定を適

用します（当該再入院は、第１項の規定にかかわらず、事

故日から180日を超えて開始する入院を含むものとしま

す）。なお、１回の入院とみなした入院の退院日翌日以後

180日以内に同一の原因により開始した入院も１回の入院

とみなし、それ以降の入院も同様に取り扱います。 

〔以下略〕 

（女性災害長期入院共済金） 

第97条 この会は、女性災害入院特約において、被共済者が申

込日の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因

としてその事故の日からその日を含めて180日以内かつ

共済期間（共済契約を更新した場合は、更新後の共済期

間を含みます。以下〔削除〕この条において同じです。）

中に病院または診療所へ入院を開始し、その入院が共済期

間中に継続して270日以上となったときは、女性災害長期入院

共済金として女性災害入院特約共済金額の60倍を支払いま

す。 

２．この会は、被共済者が、第１項に定める入院（〔削除〕

更新契約の場合には、更新前契約における入院を含みま

す。） の退院日の翌日以後180日以内にその入院と同一の

（女性災害長期入院共済金） 

第97条 この会は、女性災害入院特約において、被共済者が申込

日の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因とし

てその事故の日からその日を含めて180日以内かつ共済期

間（共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含み

ます。以下、この条において同じです。）中に病院または

診療所へ入院を開始し、その入院が共済期間中に継続して

270日以上となったときは、女性災害長期入院共済金とし

て女性災害入院特約共済金額の60倍を支払います。 

 

２．この会は、被共済者が、第１項に定める入院（当該共済

契約が更新契約の場合には、更新前契約における入院を含

みます。） の退院日の翌日以後180日以内にその入院と同
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原因により入院を開始した場合には、それらの入院は１

回の入院とみなし、１回の入院とみなした〔削除〕入院

については女性災害長期入院共済金を重複して支払いま

せん。なお、１回の入院とみなした入院の退院日翌日以

後180日以内に同一の原因により開始した入院も１回の

入院とみなし、それ以降の入院も同様に取り扱います。 

〔以下略〕 

一の原因により入院を開始した場合には、それらの入院は

１回の入院とみなし、１回の入院とみなした再入院につい

て〔挿入〕女性災害長期入院共済金を〔挿入〕支払いませ

ん。なお、１回の入院とみなした入院の退院日翌日以後180

日以内に同一の原因により開始した入院も１回の入院と

みなし、それ以降の入院も同様に取り扱います。 

〔以下略〕 

（災害通院共済金） 

第102条 この会は、災害通院特約において、被共済者が申込日

の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因とし

て傷害を被り、平常の生活または業務に支障が生じかつ

その事故の日から180日以内かつ共済期間（共済契約を

更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。以下〔削

除〕この条において同じです。）中に病院または診療所に

通院を開始した場合、その事故の日から180日以内かつ

共済期間中の通院について、災害通院共済金として次の

金額を支払います。 

災害通院特約共済金額 × 通院日数 

〔以下略〕 

（災害通院共済金） 

第102条 この会は、災害通院特約において、被共済者が申込日

の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因として

傷害を被り、平常の生活または業務に支障が生じかつその

事故の日から180日以内かつ共済期間（共済契約を更新し

た場合は、更新後の共済期間を含みます。以下、この条に

おいて同じです。）中に病院または診療所に通院を開始し

た場合、その事故の日から180日以内かつ共済期間中の通

院について、災害通院共済金として次の金額を支払いま

す。 

災害通院特約共済金額 × 通院日数 

〔以下略〕 

（女性災害通院特約の付帯） 

第106条 女性災害通院特約は、ひとつの共済契約において、災

害通院特約とともに付帯することはできません。 

（女性災害通院特約の付帯） 

第106条 女性災害通院特約は、ひとつの共済契約において、災

害通院特約とともに付帯することはできないものとしま

す。 

（女性災害通院共済金） （女性災害通院共済金） 
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第108条 この会は、女性災害通院特約において、被共済者が申

込日の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因

として傷害を被り、平常の生活または業務に支障が生じ

かつその事故の日から180日以内かつ共済期間（共済契

約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。以

下この条において同じです。）中に病院または診療所に

通院を開始した場合、その事故の日から180日以内かつ

共済期間中の通院について、女性災害通院共済金として

次の金額を支払います。 

女性災害通院特約共済金額 × 通院日数 

〔以下略〕 

第108条 この会は、女性災害通院特約において、被共済者が申

込日の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因と

して傷害を被り、平常の生活または業務に支障が生じかつ

その事故の日から180日以内かつ共済期間（共済契約を更

新した場合は、更新後の共済期間を含みます。〔挿入〕）中

に病院または診療所に通院を開始した場合、その事故の日

から180日以内かつ共済期間中の通院について、女性災害

通院共済金として次の金額を支払います。 

女性災害通院特約共済金額 × 通院日数 

 

〔以下略〕 

（65日以上不担保入院共済金） 

第113条 この会は、65日以上不担保入院特約において、被共済

者が共済期間中に疾病の治療を目的として病院または

診療所へ入院（別表第２「不慮の事故等の定義とその範

囲」に掲げる感染症による疾病の入院を除きます。以下

この章において同じです。）を開始した場合、または申込

日の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因と

してその事故の日から180日以内かつ共済期間（共済契

約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。以

下〔削除〕この項において同じです。）中に病院または診

療所へ入院を開始した場合、その入院が共済期間中に継

続して５日以上となったときは、共済期間中の入院につ

いて、65日以上不担保入院共済金として次の金額を支払

（65日以上不担保入院共済金） 

第113条 この会は、65日以上不担保入院特約において、被共済

者が共済期間中に疾病の治療を目的として病院または診

療所へ入院（別表第２「不慮の事故等の定義とその範囲」

に掲げる感染症による疾病の入院を除きます。以下この章

において同じです。）を開始した場合、または申込日の翌

日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因としてその

事故の日から180日以内かつ共済期間（共済契約を更新し

た場合は、更新後の共済期間を含みます。以下、この項に

おいて同じです。）中に病院または診療所へ入院を開始し

た場合、その入院が共済期間中に継続して５日以上となっ

たときは、共済期間中の入院について、65日以上不担保入

院共済金として次の金額を支払います。 



-生規29- 

新条文 旧条文 

います。 

65日以上不担保入院共済金額 × （入院日数－入院開

始日から４日） 

〔以下略〕 

65日以上不担保入院共済金額 × （入院日数－入院開始

日から４日） 

 

〔以下略〕 

（65日以上不担保入院特約の共済金を支払わない場合） 

第114条 前条の規定にかかわらず、この会は、65日以上不担保

入院特約において、次の各号のいずれかの原因によって

共済事故が発生した場合には、当該特約の共済金を支払

いません。 

（１）共済契約者または被共済者の故意または重大な過

失により生じた傷病によるとき 

（２）被共済者の犯罪行為により生じた傷病によるとき 

（３）被共済者が、法令に定める運転資格を持たないで運

転している間に生じた事故による傷害によるとき 

（４）被共済者が、法令に定める酒気帯び運転をしている

間に生じた事故による傷害によるとき 

（５）被共済者が、新規契約の申込日以前に発生していた

傷病を直接または間接の原因としてその新規契約の申

込日から90日以内に入院したとき 

（６）指定職業の就業にともなう原因によるとき 

（65日以上不担保入院特約の共済金を支払わない場合） 

第114条 前条の規定にかかわらず、この会は、65日以上不担保

入院特約において、次の各号のいずれかの原因によって共

済事故が発生した場合には、当該〔挿入〕共済金を支払い

ません。 

（１）共済契約者または被共済者の故意または重大な過

失により生じた傷病によるとき 

（２）被共済者の犯罪行為により生じた傷病によるとき 

（３）被共済者が、法令に定める運転資格を持たないで運転

している間に生じた事故による傷害によるとき 

（４）被共済者が、法令に定める酒気帯び運転をしている間

に生じた事故による傷害によるとき 

（５）被共済者が、新規契約の申込日以前に発生していた傷

病を直接または間接の原因としてその新規契約の申込

日から90日以内に入院したとき 

（６）指定職業の就業にともなう原因によるとき 

（手術共済金（2022年９月１日以降に受けた手術）） 

第119条 〔中略〕 

２．前項に定める手術とは、次の各号のいずれかの診療行

為をいいます。 

（手術共済金（2022年９月１日以降に受けた手術）） 

第119条 〔中略〕 

２．前項に定める手術とは、次の各号のいずれかの診療行為

をいいます。 
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（１）公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、

手術料の算定対象として列挙されている診療行為（歯

科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙され

ている診療行為のうち、医科診療報酬点数表において

も手術料の算定対象として列挙されている診療行為を

含みます。）。ただし、手術を受けた時点において効力

を有する医科（歯科）診療報酬点数表〔削除〕とし、次

のア～コに該当するものを除きます。 

ア．創傷処理 

イ．皮膚切開術 

ウ．デブリードマン 

エ．骨、軟骨または関節の非観血的なまたは徒手的な整

復術、固定術、および授動術 

オ．下甲介または鼻腔の粘膜焼灼術および高周波電気

凝固法による鼻甲介切除術 

カ．涙嚢切開術および涙点プラグ挿入術・涙点閉鎖術 

キ．抜歯 

ク．鼻内異物摘出術 

ケ．外耳道異物除去術  

コ．鶏眼・胼胝切除術 

  （２）公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、

放射線治療料の算定対象として列挙されている診療

行為（歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象

として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬

（１）公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手

術料の算定対象として列挙されている診療行為（歯科診

療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されてい

る診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術

料の算定対象として列挙されている診療行為を含みま

す。）。ただし、手術を受けた時点において効力を有する

医科（歯科）診療報酬点数表によるものとし、次のア～

コに該当するものを除きます。 

ア．創傷処理 

イ．皮膚切開術 

ウ．デブリードマン 

エ．骨、軟骨または関節の非観血的なまたは徒手的な整

復術、固定術、および授動術 

オ．下甲介または鼻腔の粘膜焼灼術および高周波電気凝

固法による鼻甲介切除術 

カ．涙嚢切開術および涙点プラグ挿入術・涙点閉鎖術 

キ．抜歯 

ク．鼻内異物摘出術 

ケ．外耳道異物除去術  

コ．鶏眼・胼胝切除術 

  （２）公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放

射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為

（歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象とし

て列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表
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点数表においても放射線治療料の算定対象として列

挙されている診療行為を含みます。）。ただし、血液照

射を除きます。 

  （３）公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に輸

血料の算定対象として列挙されている造血幹細胞の

採取または移植 

  （４）性同一性障害の治療を直接の目的として受けた、ま

たは日本国外において受けた、前３号に類する診療行

為 

〔中略〕 

７．この会は、第５項に掲げるもの以外の手術を複数回受

けた場合で、その手術が医科診療報酬点数表または歯科

診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受

けた場合でも手術料が１回のみ算定される〔削除〕手術

に該当するときは、１回の手術とみなして、第１項の規

定を適用します。 

８．この会は、被共済者が医科診療報酬点数表または歯科

診療報酬点数表において手術料が１日または１ヵ月につ

き算定される手術を受けた場合には、その手術を受けた

１日目についてのみ第１項の規定を適用します。 

〔以下略〕 

においても放射線治療料の算定対象として列挙されて

いる診療行為を含みます。）。ただし、血液照射を除きま

す。 

  （３）公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に輸血

料の算定対象として列挙されている造血幹細胞の採取

または移植 

  （４）性同一性障害の治療を直接の目的として受けた、また

は日本国外において受けた、前３号に類する診療行為 

 

〔中略〕 

７．この会は、第５項に掲げるもの以外の手術を複数回受け

た場合で、その手術が医科診療報酬点数表〔挿入〕におい

て、一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が１

回のみ算定されるものとして定められている手術に該当

するときは、１回の手術とみなして、第１項の規定を適用

します。 

８．この会は、被共済者が医科診療報酬点数表〔挿入〕にお

いて手術料が１日または１ヵ月につき算定される手術を

受けた場合には、その手術を受けた１日目についてのみ第

１項の規定を適用します。 

〔以下略〕 

（女性特定疾病総合入院特約共済金額） 

第121条 〔中略〕 

２．女性特定疾病総合入院特約の共済金額（以下〔削除〕

（女性特定疾病総合入院特約共済金額） 

第121条 〔中略〕 

２．女性特定疾病総合入院特約の共済金額（以下、「女性特定
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「女性特定疾病総合入院特約共済金額」といいます。）の

最高限度は、被共済者１人につき6,000円です。 

疾病総合入院特約共済金額」といいます。）の最高限度は、

被共済者１人につき6,000円です。 

（女性特定疾病総合入院共済金） 

第124条 〔中略〕 

６．この会は、被共済者が、第１項に定める入院を２回以

上した場合には、それらの入院のうち同一の原因による

ものについて１回の入院とみなし、入院日数を通算し、

前５項の規定を適用します。ただし、同一の原因による

ものであっても、直前の入院の退院日の翌日以後180日を

経過して開始した入院については、あらたな入院とみな

します。 

〔以下略〕 

（女性特定疾病総合入院共済金） 

第124条 〔中略〕 

６．この会は、被共済者が、第１項に定める入院を２回以上

した場合には、それらの入院のうち同一の原因によるもの

について１回の入院とみなし、入院日数を通算し、前５項

の規定を適用します。ただし、同一の原因によるものであ

っても、直前の入院の退院日の翌日以後180日を経過して

開始した入院については、新たな入院とみなします。 

 

〔以下略〕 

（家族死亡共済金および家族重度障害共済金） 

第129条 〔中略〕 

５．この会は、家族死亡（重度障害）共済金の支払いの対象

となった〔削除〕家族について、共済期間（共済契約を更

新した場合は、更新後の共済期間を含みます。）中に家族

重度障害共済金と家族死亡共済金の両方の支払いはしま

せん。なお、この会が家族重度障害共済金を支払う前に

家族死亡共済金の支払い請求を受けた場合（当該家族重

度障害共済金の請求の原因となった傷病との因果関係は

問いません。）は、家族死亡共済金を支払います。 

６．この会は、家族重度障害共済金の支払いの対象となっ

た〔削除〕家族について、共済期間（共済契約を更新した

（家族死亡共済金および家族重度障害共済金） 

第129条 〔中略〕 

５．この会は、家族死亡（重度障害）共済金の支払いの対象

となった当該家族について、共済期間（共済契約を更新し

た場合は、更新後の共済期間を含みます。）中に家族重度障

害共済金と家族死亡共済金の両方の支払いはしないもの

とします。〔挿入〕 

 

 

 

６．この会は、家族重度障害共済金の支払いの対象となった

当該家族について、共済期間（共済契約を更新した場合は、
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場合は、更新後の共済期間を含みます。）中に家族重度障

害共済金を２回以上支払いません。 

更新後の共済期間を含みます。）中に家族重度障害共済金

を２回以上支払わないものとします。 

（家族死亡特約の共済金を支払わない場合） 

第130条 前条の規定にかかわらず、この会は、家族死亡特約に

おいて、次の各号のいずれかの原因によって共済事故が

発生した場合には、当該特約の共済金を支払いません。 

（１）共済契約者、被共済者または共済金受取人の故意ま

たは重大な過失によるとき（自殺行為を除きます。） 

（２）直接であると間接であるとを問わず、家族死亡特約

の対象となる家族が新規契約の申込日以前においてす

でに罹患していた疾病または受傷していた傷害を原因

として、新規契約の申込日から申込日を含んで180日以

内に死亡または重度障害となったとき 

２．前項の規定は、共済金額を増額して更新した場合に準

用します。この場合において、前項第２号中「新規契

約」とあるのは「更新契約」と読み替え、その場合にお

いては「当該特約の共済金」を「共済金額の増額分」と

読み替えます。 

（家族死亡特約の共済金を支払わない場合） 

第130条 前条の規定にかかわらず、この会は、家族死亡特約に

おいて、次の各号のいずれかの原因によって共済事故が発

生した場合には、当該〔挿入〕共済金を支払いません。 

（１）共済契約者、被共済者または共済金受取人の故意また

は重大な過失によるとき（自殺行為を除きます。） 

（２）直接であると間接であるとを問わず、当該家族が新規

契約の申込日以前においてすでに罹患していた疾病ま

たは受傷していた傷害を原因として、新規契約の申込日

から申込日を含んで180日以内に死亡または重度障害と

なったとき 

２．前項の規定は、共済金額を増額して更新した場合に準用

します。この場合において、前項第２号中「新規契約」

とあるのは「更新契約」と読み替え、その場合において

は「当該〔挿入〕共済金」を「共済金額の増額分」と読

み替えます。 

（疾病先進医療共済金） 

第134条 〔中略〕 

２．この会は、前項の療養であっても、直接であると間接

であるとを問わず、被共済者が申込日（この特約を付帯

する申込日をいいます。以下〔削除〕この章において同

じです。）以前にすでに罹患していた疾病を原因として療

（疾病先進医療共済金） 

第134条 〔中略〕 

２．この会は、前項の療養であっても、直接であると間接で

あるとを問わず、被共済者が申込日（この特約を付帯する

申込日をいいます。以下、この章において同じです。）以前

にすでに罹患していた疾病を原因として療養を受けた場
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養を受けた場合、疾病先進医療共済金として次の各号に

定める金額を支払います。 

（１）申込日から申込日を含んで90日以内に受けた療養の

ときは前項の共済金額の30％ 

（２）申込日から申込日を含んで91日目以後180日以内に受

けた療養のときは前項の共済金額の50％ 

（３）申込日から申込日を含んで181日目以後１年以内に受

けた療養のときは前項の共済金額の70％ 

〔以下略〕 

合、疾病先進医療共済金として次の各号に定める金額を支

払います。 

（１）申込日から申込日を含んで90日以内に受けた療養のと

きは前項の共済金額の30％ 

（２）申込日から申込日を含んで91日目以後180日以内に受

けた療養のときは前項の共済金額の50％ 

（３）申込日から申込日を含んで181日目以後１年以内に受

けた療養のときは前項の共済金額の70％ 

〔以下略〕 

（先進医療特約の共済金を支払わない場合） 

第137条 前３条の規定にかかわらず、この会は、先進医療特約

において、次の各号のいずれかの原因によって共済事故

が発生した場合には、当該特約の共済金を支払いませ

ん。 

（１）被共済者の精神障害によるとき（ただし、第134条（疾

病先進医療共済金）第１項に該当する場合を除きま

す。） 

（２）被共済者の泥酔によるとき 

〔以下略〕 

（先進医療特約の共済金を支払わない場合） 

第137条 前３条の規定にかかわらず、この会は、先進医療特約

において、次の各号のいずれかの原因によって共済事故が

発生した場合には、当該〔挿入〕共済金を支払いません。 

 

（１）被共済者の精神障害によるとき（ただし、第134条（疾

病先進医療共済金）第１項に該当する場合を除きます。） 

（２）被共済者の泥酔によるとき 

 

〔以下略〕 

（会員生協との共同引受による場合） 

第138条 共同引受制度の場合、各々の共済制度の整合性を図

ることを目的として、第134条（疾病先進医療共済金）、

第135条（災害先進医療共済金）および第136条（先進医

療一時金）については、それぞれ次の各号の取扱いをお

こないます。 

（会員生協との共同引受による場合） 

第138条 共同引受制度の場合、各々の共済制度の整合性を図る

ことを目的として、第134条（疾病先進医療共済金）、第135

条（災害先進医療共済金）および第136条（先進医療一時

金）については、それぞれ次の各号の取扱いをおこなうも

のとします。 
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（１）この会は、被共済者が共済期間中に疾病を直接の原

因として先進医療による療養を受けた場合には、次の

いずれかを第134条（疾病先進医療共済金）第１項の共

済金額とします。 

ア．先進医療にかかる技術料のうち被共済者が負担し

た費用が1,000万円以下の場合 

この会の第134条（疾病先進医療共済金）第１項の共

済金額＝先進医療にかかる技術料のうち被共済者が

負担した費用×（この会の先進医療特約共済金額÷先

進医療特約の引受合計共済金額） 

イ．先進医療にかかる技術料のうち被共済者が負担し

た費用が1,000万円を超える場合 

この会の第134条（疾病先進医療共済金）第１項の共

済金額＝1,000万円×（この会の先進医療特約共済金

額÷先進医療特約の引受合計共済金額） 

（２）この会は、被共済者が申込日の翌日以後に発生した

不慮の事故等を直接の原因としてその事故の日から

180日以内かつ共済期間（共済契約を更新した場合は、

更新後の共済期間を含みます。）中に先進医療による療

養を受けた場合には、次のいずれかを第135条（災害先

進医療共済金）第１項の共済金額とします。 

ア．先進医療にかかる技術料のうち被共済者が負担し

た費用が1,000万円以下の場合 

この会の第135条（災害先進医療共済金）第１項の共

済金額＝先進医療にかかる技術料のうち被共済者が

負担した費用×（この会の先進医療特約共済金額÷先

進医療特約の引受合計共済金額） 

イ．先進医療にかかる技術料のうち被共済者が負担し

（１）この会は、被共済者が共済期間中に疾病を直接の原因

として先進医療による療養を受けた場合には、次のいず

れかを第134条（疾病先進医療共済金）第１項の共済金額

とします。 

ア．先進医療にかかる技術料のうち被共済者が負担した

費用が1,000万円以下の場合 

この会の第134条（疾病先進医療共済金）第１項の共済

金額＝先進医療にかかる技術料のうち被共済者が負担

した費用×（この会の先進医療特約共済金額÷先進医

療特約の引受合計共済金額） 

イ．先進医療にかかる技術料のうち被共済者が負担した

費用が1,000万円を超える場合 

この会の第134条（疾病先進医療共済金）第１項の共済

金額＝1,000万円×（この会の先進医療特約共済金額÷

先進医療特約の引受合計共済金額） 

（２）この会は、被共済者が申込日の翌日以後に発生した不

慮の事故等を直接の原因としてその事故の日から180日

以内かつ共済期間（共済契約を更新した場合は、更新後

の共済期間を含みます。）中に先進医療による療養を受

けた場合には、次のいずれかを第135条（災害先進医療共

済金）第１項の共済金額とします。 

ア．先進医療にかかる技術料のうち被共済者が負担した

費用が1,000万円以下の場合 

この会の第135条（災害先進医療共済金）第１項の共済

金額＝先進医療にかかる技術料のうち被共済者が負担

した費用×（この会の先進医療特約共済金額÷先進医

療特約の引受合計共済金額） 

イ．先進医療にかかる技術料のうち被共済者が負担した
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た費用が1,000万円を超える場合 

この会の第135条（災害先進医療共済金）第１項の共

済金額＝1,000万円×（この会の先進医療特約共済金

額÷先進医療特約の引受合計共済金額） 

（３）この会は、被共済者が共済期間中に疾病先進医療共済

金または災害先進医療共済金の支払事由に該当する療

養を受けた場合には、次のいずれかを第136条（先進医

療一時金）第１項または第２項の一時金額とします。た

だし、先進医療にかかる技術料について被共済者が費

用を一切負担していない場合は支払いません。 

ア．先進医療にかかる技術料のうち被共済者が負担した

費用が50万円未満の場合 

この会の第136条（先進医療一時金）第１項の一時金

額＝５万円×（この会の先進医療特約共済金額÷先進

医療特約の引受合計共済金額） 

イ．先進医療にかかる技術料のうち被共済者が負担し

た費用が50万円以上1,000万円以下、かつ先進医療一

時金の額と合算して1,000万円を超えない場合 

この会の第136条（先進医療一時金）第１項の一時金

額＝先進医療にかかる技術料のうち被共済者が負担

した費用の10％×（この会の先進医療特約共済金額÷

先進医療特約の引受合計共済金額） 

ウ．先進医療にかかる技術料のうち被共済者が負担し

た費用が50万円以上1,000万円以下、かつ先進医療一

時金の額と合算して1,000万円を超える場合 

この会の第136条（先進医療一時金）第２項の一時金

額＝先進医療にかかる技術料のうち被共済者が負担

した費用と1,000万円との差額×（この会の先進医療

費用が1,000万円を超える場合 

この会の第135条（災害先進医療共済金）第１項の共済

金額＝1,000万円×（この会の先進医療特約共済金額÷

先進医療特約の引受合計共済金額） 

（３）この会は、被共済者が共済期間中に疾病先進医療共済

金または災害先進医療共済金の支払事由に該当する療

養を受けた場合には、次のいずれかを第136条（先進医療

一時金）第１項または第２項の一時金額とします。ただ

し、先進医療にかかる技術料について被共済者が費用を

一切負担していない場合は支払いません。 

ア．先進医療にかかる技術料のうち被共済者が負担した

費用が50万円未満の場合 

この会の第136条（先進医療一時金）第１項の一時金額

＝５万円×（この会の先進医療特約共済金額÷先進医

療特約の引受合計共済金額） 

イ．先進医療にかかる技術料のうち被共済者が負担した

費用が50万円以上1,000万円以下、かつ先進医療一時金

の額と合算して1,000万円を超えない場合 

この会の第136条（先進医療一時金）第１項の一時金額

＝先進医療にかかる技術料のうち被共済者が負担した

費用の10％×（この会の先進医療特約共済金額÷先進

医療特約の引受合計共済金額） 

ウ．先進医療にかかる技術料のうち被共済者が負担した

費用が50万円以上1,000万円以下、かつ先進医療一時

金の額と合算して1,000万円を超える場合 

この会の第136条（先進医療一時金）第２項の一時金額

＝先進医療にかかる技術料のうち被共済者が負担した

費用と1,000万円との差額×（この会の先進医療特約共



-生規37- 

新条文 旧条文 

特約共済金額÷先進医療特約の引受合計共済金額） 

エ．先進医療にかかる技術料のうち被共済者が負担し

た費用が1,000万円を超える場合 

先進医療一時金は支払いません。 

済金額÷先進医療特約の引受合計共済金額） 

エ．先進医療にかかる技術料のうち被共済者が負担した

費用が1,000万円を超える場合 

先進医療一時金は支払いません。 

（契約者割戻金） 

第 139 条 この会は、次条の規定により事業年度末において積

み立てた契約者割戻準備金の中から、当該事業年度の決

算日が属する月の末日において有効であった共済契約

に対し、当該事業年度の剰余に応じて契約者割戻金の割

当てをおこないます。 

２．前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する共

済契約は割当ての対象とします。 

（１）当該事業年度の４月１日から当該事業年度の決算日

が属する月の末日まで（以下「割戻期間」といいます。）

に 65 歳、70 歳または 85 歳の満期終了となった共済契

約 

（２）割戻期間中にこの会が実施する定期生命共済事業、終身

共済事業または学生総合共済事業にかかる共済契約を締

結し移行した共済契約 

（３）割戻期間中にこの会が実施するこども共済事業にか

かる共済契約を締結し移行した共済契約で、移行後の

共済契約がこども共済事業規約第92条（契約者割戻金）

第１項および第２項第１号から第５号のいずれかに該

当するもの 

（４）割戻期間中に更改した共済契約で、更改後の共済契約

（契約者割戻金） 

第 139 条 この会は、次条の規定により〔挿入〕積み立てた契約

者割戻準備金の中から、当該事業年度の決算日が属する月

の末日において有効であった共済契約に対し、当該事業年

度の剰余に応じて契約者割戻金の割り当てをおこないま

す。 

２．前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する共済

契約は割り当ての対象とします。 

（１）当該事業年度の４月１日から当該事業年度の決算日が

属する月の末日まで（以下「割戻期間」といいます。）に

65 歳、70 歳または 85 歳の満期終了となった共済契約 

（２）割戻期間中にこの会が実施する定期生命共済事業、終身共

済事業または学生総合共済事業にかかる共済契約を締結し

移行した共済契約 

（３）割戻期間中にこの会が実施するこども共済事業にかか

る共済契約を締結し移行した共済契約で、移行後の共済

契約がこども共済事業規約第 92 条（契約者割戻金）第１

項および第２項第１号から第５号のいずれかに該当す

るもの 

（４）割戻期間中に更改した共済契約で、更改後の共済契約

（割戻期間中に２回以上更改した場合は、割戻期間中の
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（割戻期間中に２回以上更改した場合は、割戻期間中

の最後の更改後の共済契約）が前項および前３号のい

ずれかに該当するもの 

〔中略〕 

５．この会は、共済契約の締結にあたり、確定金額の割戻

しを約しません。 

最後の更改後の共済契約）が前項および前３号のいずれ

かに該当するもの 

 

〔中略〕 

５．この会は、共済契約の締結にあたり、確定金額の割戻し

を約さないものとします。 

（クレジットカード払特則の適用） 

第 147 条 この特則は、共済契約を締結する際または共済期間

の中途において、共済契約者が、クレジットカードの名

義人の同意を得て、当該クレジットカードにより共済掛

金を払い込む旨を申し込み、かつ、この会がこれを承諾

した場合に適用します。 

  〔中略〕 

３．この会は、この特則の適用に際して、カード会社にク

レジットカードの有効性および利用限度額内であること

等の確認（以下「有効性等の確認」といいます。）をおこ

ないます。 

（クレジットカード払特則の適用） 

第 147 条 この特則は、共済契約を締結する際または共済期間の

中途において、共済契約者が、クレジットカードの名義人

の同意を得て、当該クレジットカードにより共済掛金を払

い込む旨を申込み、かつ、この会がこれを承諾した場合に

適用します。 

  〔中略〕 

３．この会は、この特則の適用に際して、カード会社にクレ

ジットカードの有効性および利用限度額内であること等

の確認（以下「有効性等の確認」といいます。）をおこなう

ものとします。 

（共済掛金の払込み） 

第 148 条 〔中略〕 

３．この会がクレジットカードの有効性等の確認をおこな

った後でも、次の各号のいずれにも該当する場合には、

第１項に定める共済掛金の払込みはなかったものとして

取り扱います。 

（１）この会がカード会社から共済掛金相当額を領収でき

（共済掛金の払込み） 

第 148 条 〔中略〕 

３．この会がクレジットカードの有効性等の確認をおこなっ

た後でも、次の各号のいずれにも該当する場合には、第１

項に定める共済掛金の払込みはなかったものとして取扱

います。 

（１）この会がカード会社から共済掛金相当額を領収できな
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ないとき 

（２）当該クレジットカードの名義人が、カード会社に対

して、共済掛金相当額を支払っていないとき 

〔以下略〕 

いとき 

（２）当該クレジットカードの名義人が、カード会社に対し

て、共済掛金相当額を支払っていないとき 

〔以下略〕 

付       則 

（2023 年（令和５年）６月 16 日規約一部改正） 

（施行期日） 

１．この規約は厚生労働大臣の認可を受けた日（2023 年（令和

５年）８月 24 日）より施行し、2024 年（令和６年）９月１

日から適用します。 

〔新設〕 

 


